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一
、『
封
氏
聞
見
記
』
解
題

『
封
氏
聞
見
記
』
は
、
中
国
唐
代
（
六
〇
一
―
九
〇
七
）
の
官
僚
で
あ
っ
た
封
演
が
撰
し
た
筆
記
小
説
で
あ
る
。
成
書
年
は
、
そ
の
内
容
等
か
ら
、
お
よ
そ
貞

元
一
六
年
（
八
〇
〇
）
頃
と
み
ら
れ
て
い
る
。

撰
者
の
封
演
は
、『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
の
列
伝
等
に
記
載
が
な
く
、
生
没
年
及
び
貫
籍
は
不
詳
で
あ
る
。
天
宝
の
末
に
進
士
と
な
り
、
昭
義
軍
節
度
相
州
刺

史
薛
嵩
（
？
―
七
七
二
）
の
属
僚
と
な
っ
た
の
ち
、
魏
博
節
度
使
田
承
嗣
（
？
―
七
七
九
）
の
幕
下
に
入
り
、
検
校
吏
部
郎
中
兼
御
史
中
丞
と
な
っ
た
。
七
七
九

年
二
月
に
田
承
嗣
に
代
わ
っ
て
田
悦
（
？
―
七
八
四
）
が
節
度
使
と
な
る
と
、
司
刑
侍
郎
に
封
ぜ
ら
れ
た
。『
新
唐
書
』
及
び
『
宋
史
』
芸
文
志
に
は
、
彼
が
撰

し
た
書
物
と
し
て
『
古
今
年
号
録
』
一
巻
、『
銭
譜
』（『
新
唐
書
』
に
は
『
続
銭
譜
』）
一
巻
、『
元
正
占
書
』
一
巻
、
及
び
『
封
氏
聞
見
記
』
五
巻
が
み
え
る
が
、

こ
の
『
封
氏
聞
見
記
』
以
外
は
既
に
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

『
封
氏
聞
見
記
』
は
『
新
唐
書
』・『
宋
史
』
芸
文
志
の
ほ
か
、
宋
・
晁
公
武
『
郡
斎
読
書
志
』
や
宋
・
陳
振
孫
『
直
斎
書
録
解
題
』
に
も
そ
の
名
が
み
え
て
お
り
、

い
ず
れ
も
五
巻
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
伝
存
す
る
現
行
本
は
い
ず
れ
も
十
巻
で
あ
り
、
一
部
に
欠
文
が
あ
る
。
本
書
は
全
部
で
一
〇
一
篇
の
項
目
が
立

て
ら
れ
て
い
る
が
、こ
の
う
ち
元
々
現
行
本
に
正
文
が
収
載
さ
れ
て
い
た
の
は
九
二
篇
で
あ
り
、欠
け
て
い
た
九
篇
の
う
ち
六
篇
は
、後
人
が
『
唐
語
林
』
や
『
南



髙瀬　奈津子・江川　式部

43

（
二
）

部
新
書
』、『
全
唐
文
』
か
ら
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
残
り
三
篇
は
正
文
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

現
行
本
十
巻
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
な
篇
目
が
含
ま
れ
て
い
る
。
各
巻
ご
と
に
お
お
よ
そ
の
傾
向
が
あ
り
、
以
下
に
巻
ご
と
の
概
要
を
記
し
て
そ
の
内

容
を
一
覧
し
て
み
た
い
。
な
お
篇
目
名
上
の
数
字
は
、
こ
こ
で
便
宜
的
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
巻
一
】
道
教
・
儒
教
の
歴
史

１
道
教
、
２
儒
教　

【
巻
二
】
学
術

３
文
字
、
４
典
籍
、
５
石
経
、
６
声
音

【
巻
三
】
唐
朝
の
選
官
制
度

７
貢
挙
、
８
制
科
、
９
銓
曹
、
10
風
憲
（
原
欠
。『
唐
語
林
』
巻
八
よ
り
補
う
）

【
巻
四
】
唐
朝
の
典
章
制
度
と
そ
の
掌
故

11
尊
号
、
12
運
次
、
13
降
誕
、
14
金
雞
、
15
露
布
、
16
匭
使
、
17
定
謚
、
18
明
堂
、
19
武
監
、
20
漳
瀆

【
巻
五
】
同
上

21
鹵
簿
、
22
公
牙
、
23
官
銜
、
24
頌
徳
、
25
壁
記
、
26
豹
直
、
27
燒
尾
、
28
花
燭
、
29
第
宅
、
30
巾
幞
、
31
図
画
、
32
長
嘯

【
巻
六
】
生
活
・
遊
戯

33
飲
茶
、
34
打
毬
、
35
抜
河
、
36
縄
妓
、
37
石
誌
、
38
碑
碣
、
39
羊
虎
、
40
紙
銭
、
41
道
祭
、
42
忌
日

【
巻
七
】
各
地
の
自
然
景
観
・
異
物

43
視
物
近
遠（
欠
）、44
海
潮（
原
欠
。『
全
唐
文
』巻
四
四
〇
よ
り
補
う
）、45
北
方
白
虹（
原
欠
。『
唐
語
林
』巻
五
よ
り
補
う
）、46
西
風
則
雨（
原
欠
。『
唐
語
林
』

巻
八
よ
り
補
う
）、
47
松
柏
西
向
（
欠
）、
48
蜀
無
兎
鴿
、
49
月
桂
子
、
50
石
鼓
（
原
欠
。『
唐
語
林
』
巻
五
よ
り
補
う
）、
51
弦
歌
駅
（
欠
）、
52
高
唐
館
（
原
欠
。

『
南
部
新
書
』
庚
よ
り
補
う
）、
53
温
湯

【
巻
八
】
同
上
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（
三
）

54
歴
山
、
55
二
朱
山
、
56
繹
山
、
57
羑
里
城
、
58
文
宣
王
廟
樹
、
59
孟
嘗
鑊
、
60
仏
図
澄
姓
、
61
巨
骨
、
62
大
魚
腮
、
63
窃
虫
、
64
霹
靂
石
、
65
魚
龍
畏
鉄

【
巻
九
】
唐
朝
官
吏
の
嘉
言
・
善
行

66
剛
正
、
67
淳
信
、
68
端
愨
、
69
貞
介
、
70
謇
諤
、
71
抗
直
、
72
忠
鯁
、
73
誠
節
、
74
任
使
、
75
礼
遣
、
76
遷
善
、
77
恵
化
、
78
推
譲
、
79
奇
政
、
80
掩
悪
、
81
解
紛
、

82
陵
圧
、
83
除
蠹

【
巻
十
】
同
上

84
衿
尚
、
85
諷
切
、
86
歓
狎
、
87
袪
恡
、
88
修
復
、
89
賛
成
、
90
討
論
、
91
穎
悟
、
92
敏
速
、
93
避
忌
、
94
戲
論
、
95
失
誤
、
96
謬
識
、
97
査
談
、
98
嘲
玩
、
99
慙
悚
、

100
狂
譎
、
101
侮
謔

『
封
氏
聞
見
記
』に
は
唐
代
の
典
章
制
度
・
故
事
や
史
実
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
遊
戯
や
景
観
な
ど
の
日
常
生
活
の
諸
相
が
ふ
ん
だ
ん
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
そ
こ
に
描
か
れ
る
史
実
に
は
、『
旧
唐
書
』
や
『
新
唐
書
』
の
よ
う
な
正
史
に
は
な
い
事
柄
も
多
く
あ
り
、
当
該
時
期
の
時
代
像
を
う
か
が
う
史
料
と
し
て

極
め
て
高
い
価
値
を
も
つ
。『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
は
こ
の
書
を
「
唐
人
小
説
多
渉
荒
怪
、
此
書
独
語
必
征
実
（
唐
人
の
小
説
は
多
く
が
荒
唐
無
稽
で
奇
怪
な

内
容
を
記
す
が
、
こ
の
書
の
み
は
事
実
を
追
究
し
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
）」
と
評
し
て
い
る
。

『
封
氏
聞
見
記
』
の
伝
本
に
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

【
抄
本
】

　

天
一
閣
蔵
明
抄
本
、
莫
郘
亭
蔵
旧
抄
本
、
凌
紱
曾
蔵
抄
本
、
四
庫
全
書
本
、
天
津
周
氏
蔵
抄
本

【
校
本
】

　

海
源
閣
蔵
朱
邦
衡
校
蒋
氏
本
、
陸
心
源
校
本
、
繆
荃
孫
雲
輪
閣
蔵
校
本
、
王
国
維
校
本

【
刻
本
】

雅
雨
堂
叢
書
本
（
叢
書
集
成
初
編
に
影
印
）、
石
研
斎
四
種
本
、
江
都
秦
黌
刻
本
、
学
海
類
編
本
、
封
氏
家
刻
本
、
指
海
続
刻
本
、
畿
輔
叢
書
本
、
学
津
討

原
本
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（
四
）

こ
の
ほ
か
、
一
九
三
三
年
に
は
雅
雨
堂
叢
書
本
を
底
本
に
し
つ
つ
各
本
を
参
照
し
て
校
訂
を
加
え
た
、
趙
明
信
編
『
封
氏
聞
見
記
校
証　

付
序
録
・
付
録
・
引

得
』（
北
平
燕
京
大
学
図
書
館
引
得
編
纂
所
鉛
印
）
が
刊
行
さ
れ
、
こ
れ
を
底
本
に
中
華
書
局
編
集
部
が
更
に
修
訂
・
刪
去
を
加
え
た
『
封
氏
聞
見
記
校
注
』
が

一
九
五
七
年
に
出
版（
一
九
六
三
年
に『
晋
唐
剳
記
六
種
』と
し
て
世
界
書
局
に
よ
り
影
印
、二
〇
〇
五
年
に「
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊
」と
し
て
再
刊
）さ
れ
て
い
る
。

ま
た
内
容
や
語
句
の
解
釈
に
踏
み
込
ん
だ
注
釈
本
に
は
、
張
耕
注
評
『
封
氏
聞
見
記
』（
歴
代
筆
記
小
説
小
品
選
刊
、
学
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
が
あ
る
。

唐
代
史
研
究
に
お
い
て
貴
重
な
内
容
を
多
く
含
む
本
書
で
あ
る
が
、
上
記
の
張
耕
注
評
本
を
除
き
、
こ
れ
ま
で
訳
注
の
類
は
作
成
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
邦
訳
を
試
み
て
み
よ
う
と
、
高
瀬
奈
津
子
と
江
川
式
部
の
二
人
で
、
折
々
に
読
書
会
を
行
っ
て
き
た
。
作
業
は
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、
未
だ
緒
に
就
い

た
ば
か
り
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
い
ち
ど
作
業
内
容
を
訳
注
原
稿
と
し
て
ま
と
め
て
お
く
の
も
良
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
今
回
巻
一
の
「
道
教
」
及
び

「
儒
教
」
を
整
理
し
て
原
稿
と
し
た
。
訳
注
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
上
記
一
九
三
三
年
趙
明
信
本
の
影
印
（『
哈
仏
燕
京
学
社
引
得
特
刊
7　

封
氏
聞
見
記
校
証

付
引
得
』）　

を
底
本
に
使
用
し
、
高
瀬
と
江
川
が
そ
れ
ぞ
れ
各
項
を
分
担
し
て
作
業
を
進
め
、
最
終
的
に
二
人
で
読
み
合
わ
せ
を
行
っ
て
解
釈
の
正
確
に
努
め
た
。

理
解
・
注
釈
の
不
行
き
届
き
も
多
々
あ
ろ
う
と
思
う
。
ぜ
ひ
諸
先
学
の
ご
批
正
を
賜
り
た
い
。

（
江
川　

式
部
）

二
、
本
文
訳
注

〔
一
〕『
封
氏
聞
見
記
』
卷
一
・
道
教

【
原
文
】

本
自
黄
帝
至
老
君
祖
述
其
言
、
故
稱
爲
黄
老
之
學
。
戰
國
時
、
圉
寇
蒙
莊
之
徒
著
書
、
咸
以
黄
老
爲
宗
師
。
圉
寇
天
瑞
篇
引
黄
帝
之
書
曰
、
谷
神
不
死
、
是
爲

元
牝
。
元
牝
之
門
、
是
爲
天
地
根
。
綿
綿
若
存
、
用
之
不
勤
。
此
章
黄
帝
之
言
而
存
五
千
之
内
、
則
老
氏
所
書
同
出
已
明
矣
。
其
後
學
道
、
學
儒
、
學
墨
諸
家
、

分
明
各
爲
一
教
。
漢
武
帝
進
用
儒
術
、
黄
老
由
是
見
廢
。
後
漢
桓
帝
夢
見
老
子
、
詔
陳
相
孔
壽
立
廟
於
苦
縣
刻
石
爲
銘
。
今
亳
州
眞
源
縣
即
古
楚
縣
賴
鄕
也
、
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（
五
）

漢
時
屬
陳
國
。
郭
緣
生
述
征
記
云
、
老
子
廟
中
有
九
井
汲
一
井
、
八
井
皆
動
、
即
其
地
也
。
國
朝
以
李
氏
出
自
老
君
故
崇
道
教
。
高
祖
武
德
三
年
、
晉
州
人
吉

善
行
於
羊
角
山
見
白
衣
老
父
、
呼
善
行
謂
曰
、
爲
我
語
唐
天
子
、
吾
是
老
君
、
即
汝
租
也
。
今
年
無
賊
、
天
下
太
平
。
高
祖
即
遣
使
致
祭
立
廟
于
其
地
。
遂
改

浮
山
縣
爲
神
山
縣
、
拜
善
行
爲
朝
散
大
夫
。
高
宗
乾
封
元
年
、
還
自
岱
嶽
、
過
眞
源
縣
、
詣
老
君
廟
、
爲
元
元
皇
帝
。
元
宗
開
元
二
十
一
年
、
親
注
老
子
道
德

經
、
令
學
者
習
之
。
二
十
九
年
、
兩
京
及
諸
州
各
置
元
元
皇
帝
廟
、
京
師
號
元
元
宮
、
諸
州
號
紫
極
宮
。
尋
改
西
京
元
元
宮
爲
太
淸
宮
、
東
京
元
元
宮
爲
□
□

宮
。（
以
下
缺
）

【
訓
読
】

本
と
よ
り
黄
帝
よ
り
老
君
に
至
る
ま
で
其
の
言
を
祖
述
す
、
故
に
称
し
て
黄
老
の
学
と
為
す
（
一
）。
戦
国
の
時
、
圉ぎ
ょ
こ
う寇
・
蒙も
う
そ
う荘
の
徒
書
を
著
す
に
（
二
）、
咸み
な

黄
老
を
以
て
宗
師
と
為
す
。
圉
寇
の
天て
ん
ず
い瑞
篇
は
黄
帝
の
書
を
引
き
て
曰
く
、
谷こ
く
し
ん神
は
死
せ
ず
、
是
れ
を
元げ
ん
ぴ
ん牝
と
為
す
。
元
牝
の
門
、
是
れ
を
天
地
の
根こ
ん

と
為
す
。

綿め
ん
め
ん綿
と
し
て
存
す
る
が
若
く
、
之
を
用
ひ
て
勤つ

き
ず
、
と
（
三
）。
此
の
章
は
黄
帝
の
言
に
し
て
五
千
の
内
に
存
す
れ
ば
、
則
ち
老
氏
の
書
く
所
出
ず
る
を
同

く
す
る
は
已
に
明
ら
か
な
り
（
四
）。
其
の
後
道
を
学
び
、
儒
を
学
び
、
墨
を
学
ぶ
の
諸
家
、
分
明
し
て
各
お
の
一
教
と
為
す
。
漢
武
帝
儒
術
を
進
用
し
（
五
）、

黄
老
は
是
れ
に
由
り
廃す
た

れ
ら
る
。
後
漢
桓
帝
夢
に
老
子
を
見
、
陳
相
孔
寿
に
詔
し
て
廟
を
苦こ

県
に
立
て
石
を
刻
み
銘
を
為つ
く

ら
し
む
。
今
の
亳は
く

州
真
源
県
は
即
ち

古
い
に
し
え
の
楚
県
頼
鄕
な
り
、
漢
の
時
陳
国
に
属
す
（
六
）。
郭
縁
生
の
述
征
記
云
ふ
に
、
老
子
廟
中
に
九
井
有
り
、
一
井
を
汲
み
、
八
井
皆
動
く
、
と
（
七
）、
即

ち
其
の
地
な
り
。
国
朝
は
李
氏
老
君
よ
り
出
ず
る
を
以
て
故
に
道
教
を
崇
む
（
八
）。
高
祖
武
徳
三
年
（
六
二
〇
）、
晋
州
の
人
吉
善
行
羊
角
山
に
於
い
て
白
衣

老
父
を
見
、
善
行
を
呼
び
謂
ひ
て
曰
く
、
我
が
為
に
唐
天
子
に
語
れ
、
吾
れ
是
れ
老
君
な
り
、
即
ち
汝
の
祖
な
り
。
今
年
は
賊
無
し
、
天
下
太
平
、
と
。
高
祖

即
ち
遣
使
し
て
致
祭
し
其
の
地
に
廟
を
立
て
し
む
。遂
に
浮
山
県
を
改
め
神
山
県
と
為
し
、善
行
を
拝
し
て
朝
散
大
夫
と
為
す（
九
）。高
宗
乾
封
元
年（
六
六
六
）、

岱
嶽
よ
り
還
り
、
真
源
県
を
過
ぎ
、
老
君
廟
に
詣
で
、
元
元
皇
帝
と
為
す
（
一
〇
）。
元
宗
開
元
二
十
一
年
（
七
三
三
）、
親
し
く
老
子
道
徳
経
に
注
し
、
学
ぶ

者
を
し
て
之
を
習
は
し
む
（
一
一
）。
二
十
九
年
（
七
四
一
）、
両
京
及
び
諸
州
各
お
の
元
元
皇
帝
廟
を
置
き
、
京
師
は
元
元
宮
と
号
し
、
諸
州
は
紫
極
宮
と
号

す
。
尋
ひ
で
西
京
の
元
元
宮
を
改
め
太
清
宮
と
為
し
、
東
京
の
元
元
宮
を
□
□
宮
と
為
す
（
一
二
）。（
以
下
缺
）
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（
六
）

【
註
釈
】

（
一
）
本
と
よ
り
黄
帝
よ
り
老
君
に
…
…
称
し
て
黄
老
の
学
と
為
す　
　
「
黄
帝
」
は
太
古
に
あ
ら
わ
れ
た
五
帝
の
最
初
の
帝
王
の
名
。
暦
算
・
音
楽
・
文
字
・

医
薬
な
ど
を
創
始
し
た
と
さ
れ
る
。「
老
君
」
は
老
子
の
尊
称
、
太
上
老
君
と
も
い
う
。
老
子
は
周
代
楚
の
苦こ

県
の
人
。
姓
を
李
、
名
を
耳
、
字
を
耼た
ん

、
一
説

に
は
字
を
伯
陽
と
し
、
耼
は
諡
と
す
る
。
道
家
・
道
教
の
祖
で
あ
り
、『
老
子
』
の
著
者
と
さ
れ
て
き
た
。「
祖
述
」
は
先
人
の
道
を
手
本
と
し
て
受
け
継
ぐ
こ

と
。「
黄
老
の
学
」
は
、
黄
老
思
想
の
こ
と
。
黄
帝
と
老
子
は
戦
国
時
代
後
期
よ
り
一
体
化
し
、「
道
」
や
無
為
の
道
家
思
想
に
、
法
家
思
想
を
あ
わ
せ
も
っ
た

政
治
思
想
と
し
て
、
前
漢
時
代
の
半
ば
ま
で
流
行
し
た
。

（
二
）
戦
国
の
時
、
圉
寇
・
蒙
荘
の
徒
書
を
著
す
に　
　
「
圉
寇
」
は
、
列れ
つ
ぎ
ょ
こ
う

禦
寇
の
こ
と
。
戦
国
時
代
の
鄭て
い

の
人
で
、『
列
子
』
の
著
者
と
さ
れ
る
。「
蒙
莊
」
は
、

荘そ
う
し
ゅ
う
周
の
こ
と
。
戦
国
時
代
宋
の
蒙
県
の
人
で
、『
荘
子
』
の
著
者
と
さ
れ
る
。

（
三
）
圉
寇
の
天
瑞
篇
は
黄
帝
の
書
を
…
…
之
を
用
ひ
て
勤つ

き
ず
、
と　
　

こ
の
部
分
の
引
用
は
、『
列
子
』
天
瑞
篇
第
一
章
に
、

黄
帝
書
曰
、
谷
神
不
死
、
是
謂
玄
牝
。
玄
牝
之
門
、
是
謂
天
地
根
。
綿
綿
若
存
、
用
之
不
勤
。

と
あ
る
。「
玄
牝
」
が
本
文
中
で
は
「
元
牝
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
玄
」
が
清
の
康
熙
帝
の
諱
に
あ
た
り
、「
元
」
で
代
用
さ
せ
た
た
め
。
本
文
中
で

唐
の
玄
宗
が
「
元
宗
」
と
な
っ
て
い
る
の
も
同
様
で
あ
る
。「
黄
帝
の
書
」
は
今
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、『
漢
書
』
芸
文
志
に
あ
る
『
黄
帝
四
経
』
な
ど
の
よ

う
な
文
献
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。

（
四
）
此
の
章
黄
帝
の
言
に
し
て
…
…
已
に
明
ら
か
な
り　
　
「
五
千
の
内
」
と
は
『
老
子
』
を
さ
す
。
前
掲
注
（
三
）
所
引
の
『
列
子
』
と
同
文
の
文
章
が
、『
老

子
』
上
篇
第
六
章
に

谷
神
不
死
、
是
謂
玄
牝
。
玄
牝
之
門
、
是
謂
天
地
根
。
綿
綿
若
存
、
用
之
不
勤
。

と
あ
り
、
こ
れ
ら
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、『
列
子
』
は
『
老
子
』
と
同
じ
く
「
黄
帝
の
書
」
を
出
典
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
。

（
五
）
漢
武
帝
儒
術
を
進
用
し　
　

前
漢
の
武
帝
は
董
仲
舒
の
対
策
に
よ
り
、『
漢
書
』
武
帝
紀
に

　
　

建
元
五
年
（
前
一
三
六
）
春
、
…
置
五
経
博
士
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
『
漢
書
』
儒
林
伝
贊
に
、
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（
七
）

自
武
帝
立
五
経
博
士
、
開
弟
子
員
、
設
科
射
策
、
勧
以
官
禄
、
訖
於
元
始
、
百
有
余
年
、
伝
業
者
寖
盛
、
支
葉
蕃
滋
。
一
経
説
至
百
余
万
言
、
大
師
衆
至

千
余
人
、
蓋
禄
利
之
路
然
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
五
経
博
士
が
置
か
れ
、
学
校
制
度
が
確
立
さ
れ
て
、
儒
学
を
学
ん
だ
も
の
が
官
吏
と
な
る
シ
ス
テ
ム
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
儒
学
の
地
位

が
確
立
し
た
。

（
六
）
後
漢
桓
帝
夢
に
老
子
を
見
、
…
…
刻
み
銘
を
為
ら
し
む　
　

後
漢
の
桓
帝
が
苦
県
に
老
子
を
祀
る
廟
を
作
ら
せ
た
の
は
、『
後
漢
書
』
桓
帝
紀
に
、

（
延
熹
）
八
年
（
一
六
五
）
春
正
月
、
遣
中
常
侍
左

之
苦
県
、
祀
老
子
。
…
十
一
月
…
使
中
常
侍
管
覇
之
苦
県
、
祀
老
子
。

と
あ
る
よ
う
に
、
延
熹
八
年
の
こ
と
で
あ
り
、
二
度
に
わ
た
っ
て
中
常
侍
を
派
遣
し
、
老
子
を
祀
ら
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
水
経
注
』
巻
二
三
に
は
、
苦
県

の
老
子
廟
と
そ
の
近
く
に
建
て
ら
れ
た
石
碑
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

谷
水
又
逕
苦
県
故
城
中
、
水
泛
則
四
周
隍
壍
、
耗
則
孤
津
独
逝
。
谷
水
又
東
逕
頼
郷
城
南
、
…
谷
水
自
此
東
入

水
。

水
又
北
逕
老
子
廟
東
、
廟
前
有

二
碑
、
在
南
門
外
。
漢
桓
帝
遣
管
覇
祠
老
子
、
命
陳
相
辺
韶
撰
文
、
碑
北
有
双
石
闕
甚
整
頓
、
…
闕
北
東
側
、
有
孔
子
廟
、
廟
前
有
一
碑
、
西
面
是
陳
相

孔
疇
建
和
三
年
（
一
四
九
）
立
、
北
則
老
君
廟
、
廟
東
院
中
有
九
井
焉
。
…

水
又
屈
東
逕
相
県
故
城
南
、
其
城
卑
小
実
中
、
辺
韶
『
老
子
碑
』
文
云
、

老
子
、
楚
相
県
人
也
、
相
県
虚
荒
、
今
属
苦
、
故
城
猶
存
、
在
頼
郷
之
東
、

水
処
其
陽
。
疑
即
此
城
也
、
自
是
無
郭
以
応
之
。

苦
県
故
城
の
東
の
頼
郷
城
に
老
子
廟
が
あ
り
、
廟
の
前
に
は
二
つ
の
石
碑
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
が
後
漢
の
桓
帝
が
管
覇
を
派
遣
し
て
老
子
を
祀
ら
せ
た
時
に

建
て
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
中
で
は
、「
陳
相
孔
寿
に
詔
し
て
…
石
を
刻
み
銘
を
為
ら
し
む
」
と
あ
る
が
、『
水
経
注
』
で
は
、そ
の
石
碑
を
造
ら
せ
た
の
は
「
陳

相
辺
韶
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
『
老
子
銘
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
老
子
廟
の
前
の
双
石
闕
に
「
西
面
は
是
れ
陳
相
孔
疇
建
和
三
年
立
つ
」
と
あ
り
、
こ
れ

が
本
文
中
に
あ
る
「
陳
相
孔
為
に
詔
し
て
…
石
を
刻
み
銘
を
為
ら
し
む
」
に
該
当
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、『
後
漢
書
』
桓
帝
紀
の
建
和
三
年
条
に
は
桓
帝
が

老
子
を
祀
ら
せ
た
記
述
は
な
い
。
ま
た
、
辺
韶
の
『
老
子
銘
』
は
宋
の
洪
适
『
隸
釋
』
巻
三
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
文
中
に
、

延
熹
八
年
八
月
甲
子
、
皇
上
尚
徳
弘
道
…
夢
見
老
子
尊
而
祀
之
、
于
時
陳
相
辺
韶
、
典
国
之
礼
。
…
敢
演
而
銘
之
。

と
あ
り
、
桓
帝
が
老
子
を
夢
に
見
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
祀
っ
た
と
い
う
話
が
書
か
れ
て
い
る
。

（
七
）郭
縁
生
の
述
征
記
云
ふ
に
、…
…
八
井
皆
動
く
、と　
　

郭
縁
生
は
東
晋
末
宋
初
の
人
。
劉
裕
に
従
っ
て
南
燕
や
後
秦
討
伐
に
従
軍
し
、宋
の
建
国
後
に
は
、
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（
八
）

従
軍
し
た
時
に
見
聞
し
た
こ
と
を
ま
と
め
た
『
述
征
記
』
二
巻
と
『
続
述
征
記
』
を
著
し
た
。
二
書
と
も
今
に
は
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、『
封
氏
聞
見
記
』
の
他
に
、

『
水
経
注
』
や
『
北
堂
書
鈔
』『
初
学
記
』
な
ど
に
佚
文
が
残
っ
て
い
る
。
老
子
廟
に
あ
る
九
井
の
こ
と
は
、
前
掲
注
（
六
）
所
引
の
『
水
経
注
』
に
も
「
廟
の

東
院
中
に
九
井
有
り
」
と
あ
る
。

（
八
）
国
朝
は
李
氏
老
君
よ
り
…
…
道
教
を
崇
む　
　

唐
朝
が
老
子
を
皇
祖
と
し
て
認
め
た
の
は
、
太
宗
の
貞
観
十
一
年
（
六
三
七
）
の
詔
に
お
い
て
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、『
唐
大
詔
令
集
』
巻
百
十
三
「
道
士
女
冠
在
僧
尼
之
上
詔
」
に
お
い
て
、
太
宗
は
、
仏
教
が
中
国
に
伝
来
し
て
以
来
、
そ
の
信
仰
が
道
教
を
圧
倒

す
る
ほ
ど
の
高
ま
り
を
見
せ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
こ
の
状
況
を
改
め
る
べ
き
だ
と
し
、
続
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

況
朕
之
本
系
、
起
自
柱
下
、
鼎
祚
克
昌
、
既
憑
上
徳
之
慶
。
天
下
大
定
、
亦
頼
無
為
之
功
。
宜
有
改
張
、
闡
玆
玄
化
。
自
今
已
後
、
斎
供
行
玄
法
、
至
於

称
謂
、
道
士
女
冠
可
在
僧
尼
之
前
。
庶
敦
本
之
俗
、
暢
於
九
有
、
尊
祖
之
風
、
貽
諸
万
葉
。

宗
室
李
氏
の
本
系
が
老
子
よ
り
出
て
い
る
の
で
、
今
後
は
道
士
・
女
冠
を
僧
尼
の
前
に
在
ら
し
め
て
、
道
教
を
優
遇
し
、
祖
宗
へ
の
尊
重
を
後
世
に
伝
え
る
べ

き
だ
、
と
い
う
。

（
九
）
高
祖
武
徳
三
年
（
六
二
〇
）、
晋
州
…
…
朝
散
大
夫
と
為
す　
　
『
唐
会
要
』
巻
五
十
・
尊
崇
道
教
に
よ
れ
ば
、

武
徳
三
年
五
月
、
晋
州
人
吉
善
行
于
羊
角
山
、
見
一
老
叟
、
乗
白
馬
朱
鬣り
ょ
う、
儀
容
甚
偉
、
曰
「
謂
我
語
唐
天
子
、
吾
汝
租
也
。
今
年
平
賊
後
、
子
孫
享
国

千
歳
。」
高
祖
異
之
、
乃
立
廟
于
其
地
。

と
あ
り
、
同
署
巻
七
十
・
州
県
改
置
上
に
は
、

晋
州
、
…
神
山
県
、
武
徳
二
年
（
六
一
九
）
九
月
、
置
浮
山
。
三
年
九
月
十
九
日
、
以
吉
善
行
於
羊
角
山
下
見
老
君
改
焉
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
吉
善
行
が
羊
角
山
で
老
君
と
遭
遇
し
、
そ
の
言
葉
を
高
祖
李
淵
に
伝
え
た
の
が
武
徳
三
年
三
月
で
、
そ
の
二
カ
月
後
の
五
月
に
県
名
の
変

更
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
朝
散
大
夫
」
は
、
文
散
官
で
従
五
品
下
。

（
一
〇
）
高
宗
乾
封
元
年
（
六
六
六
）、
岱
嶽
…
…
元
元
皇
帝
と
為
す　
　
『
旧
唐
書
』
巻
五
・
高
宗
紀
下
に
、

麟
徳
三
年
春
正
月
戊
辰
朔
、
車
駕
至
泰
山
頓
。
…
己
巳
、
帝
升
山
行
封
禅
之
礼
。
…
壬
申
、
…
改
麟
徳
三
年
為
乾
封
元
年
、
…
丙
戌
、
発
自
泰
山
。
…
二

月
己
未
、
次
亳
州
。
幸
老
君
廟
、
追
号
曰
太
上
玄
元
皇
帝
、
創
造
祠
堂
。
其
廟
置
令
・
丞
各
一
員
。
改
谷
陽
県
為
真
源
県
、
県
内
宗
姓
特
給
復
一
年
。
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（
九
）

と
あ
り
、
一
月
に
泰
山
で
の
封
禅
を
終
え
た
後
、
二
月
に
亳
州
の
谷
陽
県
に
あ
る
老
君
廟
に
立
ち
寄
り
、
老
子
に
太
上
玄
元
皇
帝
の
号
を
贈
り
、
県
名
が
真
源

県
に
変
更
さ
れ
た
。

（
一
一
）
元
宗
開
元
二
十
一
年
（
七
三
三
）、
…
…
之
を
習
は
し
む　
　
『
旧
唐
書
』
巻
八
・
玄
宗
紀
上
で
は
、

（
開
元
）
二
十
一
年
春
正
月
庚
子
朔
、
制
令
士
庶
家
蔵
老
子
一
本
、
毎
年
貢
挙
人
量
減
尚
書
・
論
語
両
条
策
、
加
老
子
策
。

と
あ
り
、
開
元
二
十
一
年
正
月
に
『
老
子
』
を
天
下
に
頒
布
し
、
各
戸
に
所
蔵
さ
せ
、
科
挙
受
験
者
に
対
し
て
は
、『
尚
書
』
と
『
論
語
』
に
代
わ
っ
て
『
老
子
』

の
試
験
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
『
老
子
』
と
は
、
玄
宗
御
注
の
『
老
子
道
徳
経
』
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、『
新
唐
書
』
巻
四
四
・
選
挙
志

上
に
よ
る
と
、

（
開
元
）
七
年
（
七
一
九
）、
…
及
注
老
子
道
徳
経
成
、
詔
天
下
家
蔵
其
書
、
貢
挙
人
減
尚
書
・
論
語
、
而
加
老
子
。

と
あ
り
、
先
ほ
ど
の
『
旧
唐
書
』
玄
宗
紀
の
記
述
と
一
致
し
な
い
。『
新
唐
書
』
の
記
事
に
「
開
元
二
十
一
年
」
が
脱
落
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
玄
宗

は
開
元
二
十
年
ま
で
に
『
老
子
』
の
注
を
完
成
さ
せ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
一
二
）（
開
元
）
二
十
九
年
（
七
四
一
）、
…
…
□
□
宮
と
為
す　
　
『
旧
唐
書
』
巻
九
・
玄
宗
紀
下
に
よ
れ
ば
、

（
開
元
）
二
十
九
年
春
正
月
丁
丑
、
制
両
京
・
諸
州
各
置
玄
元
皇
帝
廟
并
崇
玄
学
、
置
生
徒
、
令
習
老
子
・
荘
子
・
列
子
・
文
子
、
毎
年
准
明
経
例
考
試
。
…

と
あ
り
、
開
元
二
十
九
年
に
両
京
と
諸
州
に
玄
元
皇
帝
廟
と
国
立
の
道
学
研
究
所
で
あ
る
崇
玄
学
を
置
き
、『
老
子
』『
荘
子
』『
列
子
』『
文
子
』
を
学
ば
せ
、

科
挙
の
明
経
科
の
例
に
な
ら
っ
て
毎
年
試
験
を
行
わ
せ
た
。
ま
た
、

（
天
宝
二
年
（
七
四
三
））
三
月
壬
子
、
…
改
西
京
玄
元
廟
為
太
清
宮
、
東
京
為
太
微
宮
、
天
下
諸
郡
為
紫
極
宮
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
文
中
の
「
尋
ひ
で
…
」
以
下
の
文
は
、
天
宝
二
年
三
月
の
こ
と
で
あ
り
、
文
末
の
「
□
□
」
に
は
「
太
微
」
が
入
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

さ
ら
に
、
諸
州
の
玄
元
廟
を
紫
極
宮
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
も
天
宝
二
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
も
分
か
る
。

【
現
代
語
訳
】

黄
帝
か
ら
老
子
ま
で
の
言
葉
を
手
本
と
し
て
受
け
継
い
だ
の
で
、「
黄
老
の
学
」
と
呼
ば
れ
る
。
戦
国
時
代
、
列れ
つ

禦ぎ
ょ

寇こ
う

や
荘そ
う

周し
ゅ
うが
書
物
を
編
纂
す
る
時
に
は
、



髙瀬　奈津子・江川　式部

35

（
一
〇
）

皆
黄
帝
や
老
子
を
手
本
と
し
た
。
例
え
ば
、
列
禦
寇
の
『
列
子
』
天
瑞
篇
第
一
章
に
「
黄
帝
の
書
」
を
引
用
し
て
、「
谷
の
神
は
不
死
身
で
あ
る
。
そ
れ
を
玄

妙
な
る
牝め
す

と
い
う
。
玄
妙
な
る
牝
の
陰い
ん
も
ん門
を
、
天
地
の
根
源
と
い
う
。
ず
っ
と
続
い
て
存
在
し
続
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
い
く
ら
働
い
て
も
尽
き
果
て
て

し
ま
う
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
。
こ
の
章
は
黄
帝
の
言
葉
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
り
、『
老
子
』
に
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、『
列
子
』
は
『
老
子
』
と
同
じ
く
「
黄

帝
の
書
」
を
出
典
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
、
道
学
を
学
び
、
儒
学
を
学
び
、
墨
学
を
学
ぶ
思
想
家
た
ち
が
分
か
れ
て
、
諸
学
派
が
形
成
さ
れ
た
。

前
漢
の
武
帝
は
儒
学
を
国
家
教
学
と
し
た
た
め
、
こ
れ
よ
り
黄
老
学
は
廃
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
漢
の
桓
帝
は
老
子
の
夢
を
見
た
の
で
、
陳
国
の
長
官
の
孔

寿
に
命
令
し
て
苦こ

県
に
老
子
廟
を
建
て
さ
せ
、
そ
の
こ
と
記
し
た
石
碑
を
造
ら
せ
た
。
今
の
亳は
く

州
真
源
県
は
、
か
つ
て
の
楚
県
頼
郷
で
あ
り
、
当
時
は
陳
国
に

属
し
て
い
た
。
郭
縁
生
の
『
述
征
記
』
に
、「
老
子
廟
の
中
に
九
つ
の
井
戸
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
の
井
戸
を
汲
む
と
、
残
り
の
八
つ
の
井
戸
が
動
く
」
と
書
い

て
い
る
場
所
が
こ
こ
で
あ
る
。
今
の
王
朝（
唐
朝
）は
、老
子
が
宗
室
と
同
じ
李
姓
で
あ
る
こ
と
か
ら
、道
教
を
尊
崇
し
て
い
る
。
高
祖
の
武
徳
三
年（
六
二
〇
）、

晋
州
の
人
で
あ
る
吉
善
行
は
羊
角
山
で
白
衣
の
老
人
に
会
い
、
そ
の
老
人
が
善
行
を
呼
び
、「
私
に
代
わ
っ
て
唐
の
天
子
に
伝
え
て
く
れ
。
私
は
老
君
で
あ
り
、

お
前
の
祖
先
で
あ
る
。
今
年
は
賊
も
な
く
、
天
下
は
太
平
で
あ
る
」
と
言
っ
た
（
と
高
祖
に
申
し
上
げ
た
）。
そ
こ
で
高
祖
は
使
者
を
派
遣
し
て
老
君
の
祭
り

を
行
い
、
そ
の
地
に
廟
を
建
立
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
浮
山
県
を
神
山
県
と
改
め
、
吉
善
行
を
朝
散
大
夫
と
し
た
。
高
宗
の
乾
封
元
年
（
六
六
六
）、
高
宗
は
泰

山
か
ら
戻
る
途
中
に
真
源
県
を
通
過
し
た
際
に
、
老
君
廟
に
参
詣
し
、
老
君
に
玄
元
皇
帝
の
尊
号
を
与
え
た
。
玄
宗
の
開
元
二
一
年
（
七
三
三
）、
玄
宗
み
ず

か
ら
『
老
子
道
徳
経
』
の
注
を
完
成
し
、
科
挙
受
験
者
に
『
老
子
』
を
学
ば
せ
た
。
開
元
二
九
年
（
七
四
一
）
に
は
、
両
京
と
各
州
に
玄
元
皇
帝
廟
を
設
け
、

京
師
の
廟
は
玄
元
宮
と
名
付
け
、
各
地
の
廟
は
紫
極
宮
と
名
付
け
た
。
ま
も
な
く
、
西
京
の
玄
元
宮
を
太
清
宮
と
改
め
、
東
京
の
玄
元
宮
を
□
□
宮
（
太
微
宮
）

と
改
め
た
。（
以
下
欠
）

（
髙
瀬
奈
津
子
）
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〔
二
〕『
封
氏
聞
見
記
』
巻
一
・
儒
教

【
原
文
】

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
（
一
行
闕
）
復
。
以
諸
生
多
不
精
勵
、
遂
廢
州
縣
學
。
京
師
惟
留
國
子
生
七
十
二
人
。
煬
帝
即
位
、
復
興
教
誘
。
國
朝
以
來
、

州
縣
皆
有
博
士
。
縣
則
州
補
、
州
則
吏
曹
授
焉
。
然
博
士
無
吏
職
、
惟
主
教
授
、
多
以
醇
儒
處
之
。
衣
冠
俊
乂
恥
居
此
任
。
元
宗
時
、
两
京
國
學
有
明
經
進
士
、

州
縣
之
學
絶
無
擧
人
、
於
是
勅
停
郷
貢
、
一
切
令
補
學
生
然
後
得
擧
。
無
何
、
中
原
有
事
、
乃
復
爲
郷
貢
、
州
縣
博
士
學
生
、
惟
二
仲
釋
奠
行
禮
而
已
。
今
上

登
極
、
思
宏
教
本
、
吏
部
尚
書
顔
眞
卿
、
奏
請
改
諸
州
博
士
爲
文
學
、
品
秩
在
參
軍
之
上
、
其
中
下
州
學
一
事
已
上
、
並
同
上
州
、
毎
令
與
司
功
參
軍
同
試
貢

擧
、
並
四
季
同
巡
縣
點
檢
學
生
、
課
其
事
業
。
博
士
之
爲
文
學
、
自
此
始
也
。
流
俗
、
婦
人
多
於
孔
廟
祈
子
、
殊
爲
褻
慢
、
有
露
形
登
夫
子
之
榻
者
。
後
魏
孝

文
詔
、
孔
子
廟
不
聽
婦
人
合
雜
、
祈
非
望
之
福
、
然
則
聾
俗
所
爲
有
自
來
矣
。

【
訓
読
】

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
（
一
行
缺
）
復
。
諸
生
多
く
精
励
せ
ざ
る
を
以
て
、
遂
に
州
県
学
を
廃
す
。
京
師
は
惟
だ
国
子
生
七
十
二
人
を
留
む
（
一
）。

煬
帝
即
位
し
、
復
た
教
誘
を
興
す
（
二
）。
国
朝
以
来
、
州
県
皆
な
博
士
有
り
（
三
）。
県
は
則
ち
州
補
い
、
州
は
則
ち
吏
曹
授
く
（
四
）。
然
れ
ど
も
博
士
は

吏
職
無
く
、
惟
だ
教
授
を
主
り
、
多
く
醇じ
ゅ
ん
じ
ゅ儒を
以
て
之
に
処
す
（
五
）。
衣
冠
俊し
ゅ
ん
が
い乂は
此
の
任
に
居
る
を
恥
づ
（
六
）。
元
宗
の
時
、
両
京
の
国
学
は
明
経
・
進

士
有
り
（
七
）、
州
県
の
学
は
絶
え
て
挙
人
無
く
、
是
に
於
て
勅
し
て
郷
貢
を
停
め
、
一
切
学
生
に
補
し
、
然
る
後
に
挙
を
得
さ
し
む
（
八
）。
何
い
く
ば
く

無
く
、
中

原
事
有
り
、
乃
ち
復
た
郷
貢
を
為
す
（
九
）。
州
県
の
博
士
・
学
生
は
、
惟
だ
二
仲
に
釈せ
き

奠て
ん

に
行
礼
す
る
の
み
（
一
〇
）。
今
上
登
極
し
、
教
本
を
宏
げ
ん
こ
と

を
思
う
（
一
一
）。
吏
部
尚
書
顔
真
卿
奏
請
す
ら
く
、
諸
州
の
博
士
を
改
め
て
文
学
と
為
す
（
一
二
）、
品
秩
は
参
軍
の
上
に
在
り
、
其
の
中
下
の
州
学
の
一
事

已
上
は
、
並
び
に
上
州
と
同
じ
（
一
三
）、
毎
に
司
功
参
軍
と
同
に
貢
挙
を
試
し
（
一
四
）、
並
び
に
四
季
同
に
県
を
巡
り
、
学
生
を
点
検
し
、
其
の
事
業
に
課

せ
し
め
ん
（
一
五
）、
と
。
博
士
の
文
学
と
為
る
や
、
此
自
り
始
ま
る
な
り
。
流り
ゅ
う
ぞ
く俗、
婦
人
多
く
孔
廟
に
於
て
祈
子
す
、
殊こ
と

に
褻せ
つ

慢ま
ん

と
為
り
、
露
形
し
て
夫
子

の
榻
に
登
る
者
有
り
（
一
六
）。
後
魏
孝
文
詔
す
ら
く
、
孔
子
廟
は
婦
人
の
合
雑
し
、
非
望
の
福
を
祈
る
を
聴
さ
ず
、
と
（
一
七
）。
然
ら
ば
則
ち
聾ろ

う

俗ぞ
く

の
為
す
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二
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所
は
自
り
て
来
た
る
有
り
（
一
八
）。

【
註
釈
】

（
一
）
遂
に
州
県
学
を
廃
す
。
京
師
は
惟
だ
国
子
生
七
十
二
人
を
留
む　
　
『
隋
書
』
巻
二
・
高
祖
下
に
、

（
仁
寿
元
年
六
月
）
乙
丑
、詔
曰
「
儒
学
之
道
、訓
教
生
人
、識
父
子
君
臣
之
義
、知
尊
卑
長
幼
之
序
、升
之
於
朝
、任
之
以
職
、故
能
賛
理
時
務
、弘
益
風
範
。

…
…
今
宜
簡
省
、
明
加
奨
励
。」
於
是
国
子
学
唯
留
学
生
七
十
人
、
太
学
・
四
門
及
州
県
学
並
廃
。

と
あ
り
、
高
祖
文
帝
楊
堅
の
、
仁
寿
元
年
（
六
〇
一
）
六
月
の
詔
に
よ
り
、
国
子
学
以
外
の
学
校
が
廃
さ
れ
た
こ
と
が
み
え
る
。
残
さ
れ
た
国
子
学
は
、
翌
七

月
に
太
学
に
改
め
ら
れ
た
。
な
お
国
子
学
に
残
さ
れ
た
学
生
数
は
、本
文
に
は
「
七
十
二
」
と
あ
り
、右
の
『
隋
書
』
高
祖
紀
に
は
「
七
十
」、ま
た
同
『
隋
書
』

巻
七
五
・
儒
林
伝
序
に
は
「
七
十
二
」
と
あ
る
。

（
二
）
煬
帝
即
位
し
、
復
た
教
誘
を
興
す　
　
「
教
誘
」
は
教
え
導
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
教
学
を
い
う
。『
隋
書
』
巻
三
・
煬
帝
紀
に
、

（
大
業
元
年
閏
七
月
）
丙
子
、詔
曰
「
君
民
建
国
、教
学
為
先
、移
風
易
俗
、必
自
茲
始
。
…
…
其
国
子
等
学
、亦
宜
申
明
旧
制
、教
習
生
徒
、具
為
課
試
之
法
、

以
尽
砥
礪
之
道
」。

と
あ
り
、
ま
た
同
『
隋
書
』
巻
七
五
・
儒
林
伝
序
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

煬
帝
即
位
、
復
開
庠
序
、
国
子
・
郡
県
之
学
、
盛
於
開
皇
之
初
。
徴
辟
儒
生
、
遠
近
畢
至
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
煬
帝
は
即
位
後
、
国
子
学
及
び
文
帝
期
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
州
県
学
を
復
興
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
三
）
国
朝
以
来
、
州
県
皆
な
博
士
有
り　
　
「
国
朝
」
は
唐
を
さ
す
。
唐
代
の
州
県
学
の
博
士
に
つ
い
て
は
、『
唐
六
典
』
巻
三
〇
・
三
府
督
護
州
県
官
吏
に
、

上
州[

原
注
：
凡
戸
満
四
万
已
上
為
上
州]

…
…
経
学
博
士
一
人
、
従
八
品
下
。
助
教
二
人
。
学
生
六
十
人
。
医
学
博
士
一
人
、
正
九
品
下
。
助
教
一
人
。

学
生
十
五
人
。
中
州[

原
注
：
戸
二
万
已
上]

…
…
経
学
博
士
一
人
、
正
九
品
上
。
助
教
一
人
。
学
生
五
十
人
。
医
学
博
士
一
人
、
従
九
品
下
。
助
教
一
人
、

学
生
十
二
人
。
下
州[

戸
不
満
二
万
者
為
下
州]

…
…
経
学
博
士
一
人
、正
九
品
下
。
助
教
一
人
。
学
生
四
十
人
。
医
学
博
士
一
人
、従
九
品
下
、学
生
一
十
人
。

…
…
経
学
博
士
、
以
五
経
教
授
諸
生
。
医
学
博
士
、
以
百
薬
救
療
平
人
有
疾
者
。
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諸
州
上
県
…
…
博
士
一
人
。
助
教
一
人
。
学
生
二
十
五
人
。
諸
州
中
下
県
…
…
博
士
一
人
。
助
教
一
人
。
学
生
二
十
五
人
。
諸
州
下
県
…
…
博
士
一
人
。

助
教
一
人
。
学
生
二
十
人
。
…
…
博
士
掌
以
経
術
教
授
諸
生
。
二
分
之
月
、
釈
奠
于
先
聖
・
先
師
。

と
あ
り
、
州
・
県
に
は
経
学
博
士
と
医
学
博
士
が
置
か
れ
て
い
た
。
学
校
に
は
経
学
博
士
と
助
教
が
お
り
、
学
生
の
教
学
に
当
っ
た
。

（
四
）県
は
則
ち
州
補
い
、州
は
則
ち
吏
曹
授
く　
　

県
学
の
経
学
博
士
は
州
が
選
び
、州
学
の
経
学
博
士
は「
吏
曹
」す
な
わ
ち
尚
書
吏
部
が
選
ぶ
と
い
う
こ
と
。

前
掲
注
（
三
）
所
引
の
『
唐
六
典
』
に
み
え
る
よ
う
に
、
州
学
の
博
士
は
流
内
官
で
あ
り
、
中
央
の
尚
書
吏
部
で
選
任
が
行
わ
れ
た
。
県
学
の
博
士
は
流
外
官

で
、『
唐
六
典
』
巻
三
〇
・
三
府
督
護
州
県
官
吏
の
功
曹
・
司
功
参
軍
条
に
は
、

凡
…
…
県
博
士
・
助
教
…
…
並
州
選
、
各
四
周
而
代
。
…
…[

原
注
：
博
士
・
助
教
部
内
無
者
、
得
於
旁
州
通
取]

。

と
あ
る
の
み
で
、
具
体
的
な
補
任
方
法
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

州
県
学
の
経
学
博
士
に
ど
の
よ
う
な
人
物
が
選
ば
れ
た
か
に
つ
い
て
は
『
通
典
』
巻
三
三
・
職
官
一
五
に
、

大
唐
府
郡
置
経
学
博
士
各
一
人
、
掌
五
経
教
授
学
生
。
多
寒
門
鄙
儒
為
之
。

と
あ
る
。

（
五
）
然
れ
ど
も
博
士
は
吏
職
無
く
、…
…
多
く
醇じ
ゅ
ん
じ
ゅ儒を
以
て
之
に
処
す　
　

前
掲
注
（
三
）
所
引
の
『
唐
六
典
』
に
は
、州
県
学
の
博
士
の
職
掌
に
つ
い
て
「
博

士
掌
以
経
術
教
授
諸
生
。
二
分
之
月
、
釈
奠
于
先
聖
・
先
師
」
と
の
み
あ
り
、
州
学
の
経
学
博
士
は
品
階
を
も
つ
が
、
県
学
の
博
士
は
品
階
も
な
く
、
学
生
に

教
授
す
る
こ
と
の
ほ
か
に
「
吏
職
」
す
な
わ
ち
官
吏
と
し
て
の
職
務
は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。「
醇
儒
」
は
、
純
粋
に
儒
学
に
忠
実
な
学
者
の
意
。

（
六
）
衣
冠
俊し
ゅ
ん
が
い乂は
此
の
任
に
居
る
を
恥
づ　
　
「
衣
冠
」
は
衣
服
と
冠
。
朝
廷
に
出
仕
す
る
と
き
に
着
用
す
る
礼
服
を
い
い
、
転
じ
て
そ
う
し
た
衣
冠
を
身
に

着
け
る
貴
い
家
柄
を
さ
す
。「
俊
乂
」
は
す
ぐ
れ
て
賢
い
人
。
代
々
衣
冠
を
着
用
す
る
よ
う
な
家
柄
の
賢
才
と
い
う
意
。
前
掲
注
（
四
）『
通
典
』
巻
三
三
の
記

事
に
あ
る
よ
う
に
、
吏
職
が
な
く
将
来
出
世
の
見
込
み
の
な
い
州
県
学
の
博
士
に
は
、
家
柄
の
高
く
な
い
寒
門
出
身
者
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
七
）
両
京
の
国
学
は
明
経
・
進
士
有
り　
　
「
両
京
」
は
京
兆
長
安
と
東
都
洛
陽
。「
国
学
」
は
国
子
学
・
太
学
・
四
門
学
を
さ
す
。
唐
朝
で
は
中
央
に
六
学
（
国

子
学
・
太
学
・
四
門
学
・
律
学
・
書
学
・
算
学
）
が
置
か
れ
て
い
た
。『
新
唐
書
』
巻
四
四
・
選
挙
志
上
に
は
、

凡
学
六
、
皆
隷
于
国
子
監
。
国
子
学
、
生
三
百
人
、
以
文
武
三
品
以
上
子
孫
若
従
二
品
以
上
曾
孫
及
勲
官
二
品
・
県
公
・
京
官
四
品
帯
三
品
勲
封
之
子
為
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（
一
四
）

之
。
太
学
、
生
五
百
人
、
以
五
品
以
上
子
孫
・
職
事
官
五
品
期
親
若
三
品
曾
孫
及
勲
官
三
品
以
上
有
封
之
子
為
之
。
四
門
学
、
生
千
三
百
人
、
其
五
百
人

以
勲
官
三
品
以
上
無
封
・
四
品
有
封
及
文
武
七
品
以
上
子
為
之
、
八
百
人
以
庶
人
之
俊
異
者
為
之
。
律
学
、
生
五
十
人
。
書
学
、
生
三
十
人
。
算
学
、
生

三
十
人
。
以
八
品
以
下
子
及
庶
人
之
通
其
学
者
為
之
。

と
あ
る
。
六
学
の
う
ち
、
国
子
学
・
太
学
・
四
門
学
は
将
来
官
吏
に
な
る
た
め
に
儒
学
を
学
び
、
成
績
が
良
け
れ
ば
四
門
学
か
ら
太
学
へ
、
ま
た
太
学
か
ら
国

子
学
へ
の
昇
学
が
可
能
で
あ
っ
た
。
畢
業
の
後
、出
仕
任
官
を
希
望
す
る
者
は
、先
に
国
子
監
主
催
の
試
験
（「
簡
試
」
と
い
う
）
を
受
け
、そ
の
後
尚
書
省
（
開

元
前
は
吏
部
、
開
元
後
は
礼
部
）
の
試
験
を
受
け
て
合
否
が
判
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
科
挙
受
験
者
の
う
ち
、
中
央
の
学
館
出
身
者
を
「
生
徒
」
と
い
う
。

　

唐
代
の
任
官
シ
ス
テ
ム
に
は
科
挙
の
ほ
か
、
制
挙
（
臨
時
）・
門
蔭
等
が
あ
る
。「
明
経
」「
進
士
」
は
そ
れ
ぞ
れ
科
挙
の
科
目
で
あ
り
、「
国
学
は
明
経
・
進

士
有
り
」
と
は
、
後
段
の
「
州
県
の
学
は
絶
え
て
挙
人
無
く
」
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
中
央
の
学
館
か
ら
科
挙
を
受
け
て
合
格
す
る
者
は
い
る
が
、
と
の
意

味
で
あ
ろ
う
。

（
八
）
州
県
の
学
は
絶
え
て
挙
人
無
く
…
…
然
る
後
に
挙
を
得
さ
し
む　
　
「
挙
人
」
と
は
科
挙
受
験
者
を
い
う
。「
郷
貢
」
と
は
学
館
に
由
ら
ず
、
州
県
の
長

官
の
推
薦
を
受
け
て
科
挙
を
受
験
す
る
者
を
さ
す
。『
通
典
』
巻
一
五
・
選
挙
三
に
、

大
唐
貢
士
之
法
、
多
循
隋
制
。
上
郡
歳
三
人
、
中
郡
二
人
、
下
郡
一
人
。
有
才
能
者
無
常
数
。

と
あ
り
、
郡
（
州
）
か
ら
推
薦
を
受
け
て
応
試
す
る
人
数
に
年
毎
の
員
額
の
あ
っ
た
こ
と
が
み
え
る
。
彼
ら
は
長
安
・
洛
陽
に
赴
き
、
礼
部
試
に
臨
ん
だ
。

　

ま
た
『
唐
会
要
』
巻
三
五
・
学
校
に
は
、

開
元
二
十
一
年
（
七
三
三
）
五
月
勅
。
諸
州
県
学
生
、
年
二
十
五
已
下
、
八
品
九
品
子
若
庶
人
、
生
年
二
十
一
已
下
、
通
一
経
已
上
、
及
未
通
経
、
精
神

通
悟
、
有
文
詞
史
学
者
、
毎
年
銓
量
挙
選
、
所
司
簡
試
、
聴
入
四
門
学
、
充
俊
士
。
即
諸
州
人
省
試
不
第
、
情
願
入
学
者
、
聴
。

と
あ
る
。
前
掲
注
（
七
）
の
内
容
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
長
ら
く
地
方
の
州
県
学
か
ら
科
挙
に
合
格
す
る
も
の
が
出
て
い
な
い
こ
と
を
う
け
、
地
方
長
官
推

薦
の
郷
貢
を
廃
止
、
州
県
学
か
ら
中
央
の
四
門
学
等
へ
の
昇
学
シ
ス
テ
ム
が
つ
く
ら
れ
、
学
業
を
修
め
た
の
ち
仕
官
の
た
め
の
試
験
を
受
け
る
よ
う
制
度
が
改

め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
九
）
中
原
事
有
り
、乃
ち
復
た
郷
貢
を
為
す　
　
「
事
有
り
」
と
は
、安
史
の
乱
（
七
五
五
〜
七
六
三
）
を
さ
す
。「
復
た
郷
貢
を
為
す
」
は
、宝
応
二
年
（
七
六
三
）
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（
一
五
）

六
月
に
、
再
度
郷
貢
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
い
う
。『
通
典
』
巻
一
五
・
選
挙
三
に
、

宝
応
二
年
六
月
…
…
勅
旨
、
州
県
毎
歳
察
孝
廉
、
取
在
郷
閭
有
孝
悌
・
廉
恥
之
行
薦
焉
。
委
有
司
以
礼
待
之
、
試
其
所
通
之
学
。
五
経
之
内
、
精
通
一
経
、

兼
能
対
策
、
達
於
理
体
者
、
並
量
行
業
授
官
。
其
明
経
・
進
士
・
道
挙
、
並
停
。

と
あ
り
、
郷
貢
に
よ
る
孝
廉
科
の
試
験
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
明
経
・
進
士
科
及
び
道
挙
に
つ
い
て
は
停
止
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

宝
応
二
年
（
七
六
三
）
一
月
、范
陽
節
度
使
李
懐
仙
に
よ
っ
て
史
朝
義
が
殺
さ
れ
、九
年
に
及
ん
だ
安
史
の
乱
は
終
息
し
た
。
し
か
し
こ
の
大
乱
に
よ
り
、中
央
・

地
方
の
学
校
制
度
は
荒
廃
し
、
学
業
を
修
め
た
学
生
に
科
挙
を
行
う
と
い
う
、
本
来
の
教
育
↓
選
挙
（
科
挙
）
シ
ス
テ
ム
が
機
能
停
止
状
態
に
あ
っ
た
。
乱
後

の
朝
政
立
て
直
し
の
た
め
に
は
、
い
ち
は
や
く
清
廉
忠
実
か
つ
優
秀
な
人
材
を
多
数
確
保
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
た
め
開
元
期
に
い
ち
ど
廃
止
さ
れ
て
い
た

郷
貢
に
よ
る
科
挙
受
験
を
、
孝
廉
科
を
設
け
る
こ
と
で
復
活
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
一
〇
）
州
県
の
博
士
・
学
生
は
、
惟
だ
二
仲
に
釈せ
き

奠て
ん

に
行
礼
す
る
の
み　
　

前
掲
注
（
三
）
で
み
た
『
唐
六
典
』
の
記
事
に
「
博
士
掌
…
…
二
分
之
月
、
釈

奠
于
先
聖
・
先
師
」
と
あ
っ
た
。
唐
代
、
釈
奠
儀
礼
は
仲
春
と
仲
秋
に
孔
子
廟
で
行
わ
れ
、
中
央
の
場
合
は
原
則
と
し
て
皇
太
子
ま
た
は
国
子
祭
酒
、
地
方
の

場
合
は
州
刺
史
・
県
令
が
主
催
し
た
。
そ
の
儀
式
次
第
は
『
大
唐
開
元
礼
』
巻
五
三
「
皇
太
子
釈
奠
於
孔
宣
父
」、
巻
五
四
「
国
子
釈
奠
於
孔
宣
父
」、
巻
五
五

「
仲
春
仲
秋
釈
奠
於
斉
太
公
」、
巻
六
九
「
諸
州
釈
奠
於
孔
宣
父
」、
巻
七
二
「
諸
県
釈
奠
於
孔
宣
父
」
に
詳
し
い
。
た
だ
し
、『
唐
会
要
』
巻
三
五
・
釈
奠
に
は
、

（
開
元
）
十
一
年
九
月
七
日
勅
「
春
秋
二
時
釈
奠
、
諸
州
府
並
停
牲
牢
、
惟
用
酒
脯
。
自
今
已
後
、
永
為
常
式
」。

と
あ
り
な
が
ら
、
開
元
二
〇
年
（
七
三
二
）
成
書
の
『
開
元
礼
』
巻
六
九
・
諸
州
釈
奠
於
孔
宣
父
の
礼
文
に
は
「
牲
牢
」
す
な
わ
ち
犠
牲
の
使
用
が
組
み
込
ま

れ
て
お
り
、『
開
元
礼
』
礼
文
そ
の
ま
ま
に
儀
礼
が
行
わ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

な
お
『
開
元
礼
』
巻
六
九
・
七
二
に
は
、
釈
奠
の
参
列
者
に
「
学
生
」
は
み
え
る
が
、「
博
士
」
は
な
い
。
こ
れ
は
博
士
を
含
む
州
・
県
学
関
係
者
が
「
学
官
」

と
い
う
称
謂
で
一
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
一
一
）
今
上
登
極
し
、教
本
を
宏
げ
ん
こ
と
を
思
う　
　
「
今
上
」
は
徳
宗
（
在
位
七
八
〇
―
八
〇
五
）
を
さ
す
。
大
歴
一
四
年
（
七
七
九
）
五
月
辛
酉
（
二
一

日
）
に
代
宗
が
崩
御
し
、
癸
亥
（
二
三
日
）
に
太
極
殿
に
て
即
位
し
た
。『
旧
唐
書
』
巻
一
二
・
徳
宗
本
紀
参
照
。

（
一
二
）
吏
部
尚
書
顔
真
卿
奏
請
す
ら
く
、
諸
州
の
博
士
を
改
め
て
文
学
と
為
す　
　

顔
真
卿
が
吏
部
尚
書
の
任
に
あ
っ
た
の
は
、
大
歴
一
四
年
（
七
七
九
）
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（
一
六
）

三
月
か
ら
建
中
元
年
（
七
八
〇
）
八
月
ま
で
。
大
歴
一
四
年
五
月
の
代
宗
崩
御
の
際
に
は
、
真
卿
は
礼
儀
使
に
任
命
さ
れ
て
そ
の
葬
儀
次
第
を
任
さ
れ
た
が
、

吏
部
尚
書
は
兼
任
し
た
。「
諸
州
の
博
士
」
と
は
先
に
み
た
州
学
の
経
学
博
士
を
さ
し
、「
文
学
」
と
改
称
さ
れ
た
。『
新
唐
書
』
巻
四
九
下
・
百
官
志
に
は
、

次
の
よ
う
に
あ
る
。

文
学
一
人
、
従
八
品
上
。
掌
以
五
経
授
諸
生
、
県
則
州
補
、
州
則
授
於
吏
部
、
然
無
職
事
、
衣
冠
恥
之
。

州
文
学
に
つ
い
て
は
、
こ
の
後
、
憲
宗
元
和
六
年
（
八
一
一
）
に
、
中
州
・
下
州
の
文
学
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

（
一
三
）
品
秩
は
参
軍
の
上
に
在
り
、
…
…
一
事
已
上
は
、
並
び
に
上
州
と
同
じ　
　

州
の
参
軍
（
参
軍
事
）
に
は
録
事
・
司
功
・
司
倉
・
司
戸
・
司
兵
・
司
法
・

司
士
が
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
職
掌
も
異
な
る
。
品
秩
は
上
・
中
・
下
州
で
差
等
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
各
参
軍
の
中
で
は
、
録
事
参
軍
の
品
階
が
最
も
高
い
。
上
州

の
録
事
参
軍
は
従
七
品
上
、
そ
れ
以
外
の
諸
曹
参
軍
は
従
七
品
下
、
ま
た
下
州
の
録
事
参
軍
は
従
八
品
上
、
所
曹
参
軍
は
従
八
品
下
で
あ
る
。
前
掲
注
（
一
二
）

『
新
唐
書
』
百
官
志
の
記
事
に
み
た
よ
う
に
、
州
文
学
は
「
従
八
品
上
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
下
州
の
録
事
参
軍
と
同
じ
で
あ
る
。
前
掲
注
（
四
）
で
み
た
『
唐

六
典
』
に
記
さ
れ
る
上
州
の
州
学
博
士
の
品
階
は
「
従
八
品
下
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
州
文
学
と
改
称
さ
れ
て
以
後
は
一
つ
昇
階
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
は
い

え
、
全
体
的
に
み
れ
ば
、
参
軍
の
上
に
置
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。「
一
事
」
と
は
科
挙
の
科
目
の
う
ち
、
一
科
目
以
上
に
合

格
し
た
者
と
の
意
味
で
あ
る
。
中
・
下
州
の
州
学
博
士
は
本
来
流
外
で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
中
・
下
州
文
学
で
出
身
（
科
挙
合
格
）
の
資
格
を
も
つ

者
に
は
、
上
州
の
文
学
（
博
士
）
と
同
じ
従
八
品
上
の
品
階
を
与
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
就
任
者
の
意
欲
を
高
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
一
四
）
毎
に
司
功
参
軍
と
同
に
貢
挙
を
試
し　
　
「
司
功
参
軍
」
は
州
官
。『
唐
六
典
』
巻
三
〇
・
三
府
督
護
州
県
官
吏
に
、

上
州
…
…
司
功
参
軍
事
一
人
、
従
七
品
下
、
佐
三
人
、
史
六
人
。
…
…
中
州
…
…
司
功
参
軍
事
一
人
、
正
八
品
下
、
佐
二
人
、
史
四
人
。
…
…
下
州
、
司

倉
参
軍
事
一
人
、
従
八
品
下 [

原
注
：
兼
掌
司
功
事]

、
佐
二
人
、
史
四
人
。
…
…
功
曹
・
司
功
参
軍
掌
官
吏
考
課
・
假
使
・
選
挙
・
祭
祀
・
禎
祥
・
道
仏
・

学
校
・
表
疏
・
書
啓
・
医
薬
・
陳
設
之
事
。

と
あ
る
よ
う
に
、
州
内
の
選
挙
（
人
材
登
用
）
を
掌
り
、
学
校
を
監
督
し
た
。
州
学
の
経
学
博
士
（
改
称
後
は
州
文
学
）
に
は
、
司
功
参
軍
と
と
も
に
貢
挙
を

担
当
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
一
五
）
並
び
に
四
季
同
に
県
を
巡
り
、
学
生
を
点
検
し
、
其
の
事
業
に
課
せ
し
め
ん　
　
「
点
検
」
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
つ
ぶ
さ
に
調
べ
る
こ
と
。「
其
の
事
業
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（
一
七
）

に
課
せ
し
め
ん
」
と
は
、
州
文
学
の
職
務
内
容
を
勤
務
評
価
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
州
学
の
博
士
（
文
学
）
に
優
秀
な
人
材
が
就
任

し
た
が
ら
な
い
の
は
、
職
務
内
容
が
学
生
へ
の
教
授
だ
け
に
限
ら
れ
、
吏
職
は
な
く
、
他
官
の
よ
う
な
昇
任
シ
ス
テ
ム
を
持
た
な
い
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
顔
真
卿
は
、
ま
ず
州
学
の
経
学
博
士
を
「
州
文
学
」
と
改
称
し
、
そ
れ
と
同
時
に
州
文
学
の
品
秩
を
格
上
げ
し
て
、
県
学
の
巡
察
や
学
生
の
評
価
と

い
っ
た
吏
職
を
付
加
し
、
そ
の
職
務
内
容
を
勤
務
評
価
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
に
昇
任
の
道
を
拓
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
流
外

に
置
か
れ
て
い
た
中
・
下
州
学
の
博
士
（
文
学
）
ら
に
つ
い
て
も
、
科
挙
合
格
の
資
格
を
持
つ
者
に
は
品
秩
を
与
え
て
、
そ
の
身
分
を
保
障
し
よ
う
と
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

（
一
六
）
流
俗
、
婦
人
多
く
孔
廟
に
於
て
祈
子
す
、
…
…
夫
子
の
榻と
う

に
登
る
者
有
り　
　
「
祈
子
」
と
は
、
後
嗣
の
無
い
者
が
、
寺
廟
や
道
観
に
赴
い
て
、
子
宝

を
授
か
る
よ
う
祈
る
こ
と
。「
褻
慢
」
は
馴
れ
あ
な
ど
る
の
意
。「
露
形
」
は
裸
体
を
露
わ
に
す
る
こ
と
を
い
う
。「
夫
子
」
は
孔
子
、「
榻
」
は
長
椅
子
で
、
子

供
欲
し
さ
に
孔
子
廟
の
神
座
に
裸
で
登
る
女
性
の
い
た
こ
と
を
述
べ
る
。

（
一
七
）
後
魏
孝
文
詔
す
ら
く
、
孔
子
廟
は
婦
人
の
合
雑
し
、
非
望
の
福
を
祈
る
を
聴
さ
ず
、
と　
　
「
合
雑
」
は
混
雑
す
る
こ
と
。「
非
望
」
は
分
不
相
応
な

望
み
を
い
う
。『
魏
書
』
巻
七
上
・
孝
文
帝
紀
の
延
興
二
年
（
四
七
二
）
条
に
、

（
延
興
二
年
）
二
月
乙
巳
。
詔
曰
「
尼
父
稟
達
聖
之
姿
、
體
生
知
之
量
、
窮
理
盡
性
、
道
光
四
海
。
頃
者
淮
徐
未
賓
、
廟
隔
非
所
、
致
令
祠
典
寢
頓
、

禮
章
殄
滅
、
遂
使
女
巫
妖
覡
、
淫
進
非
禮
、
殺
生
鼓
舞
、
倡
優
媟
狎
、
豈
所
以
尊
明
神
敬
聖
道
者
也
。
自
今
已
後
、
有
祭
孔
子
廟
、
制
用
酒
脯
而
已
、

不﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

聽
婦
女
合
雜
、
以﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

祈
非
望
之
福
。
犯
者
以
違
制
論
。
其
公
家
有
事
、
自
如
常
禮
。
犧
牲
粢
盛
、
務
盡
豐
潔
。
臨
事
致
敬
、
令
肅
如
也
、
牧
司
之
官
、
明

糾
不
法
、
使
禁
令
必
行
」。

と
あ
る
。
こ
れ
は
孝
文
帝
即
位
直
後
に
出
さ
れ
た
詔
で
あ
り
、
恐
ら
く
後
見
人
で
あ
っ
た
祖
母
の
馮
氏
の
考
え
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
内
容
か
ら
、
当
時
す
で

に
孔
子
廟
で
は
婦
女
の
願
掛
け
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
一
八
）
然
ら
ば
則
ち
聾ろ
う

俗ぞ
く

の
為
す
所
は
自
り
て
来
た
る
有
り　
　
「
聾
俗
」
は
無
知
な
俗
人
を
い
う
。
唐
代
の
孔
子
廟
に
お
け
る
俗
人
た
ち
の
迷
信
行
為
は
、

北
魏
時
代
に
遡
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
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（
一
八
）

【
現
代
語
訳
】

　

…
…
（
欠
）
…
…
学
生
の
多
く
が
精
進
せ
ず
、州
・
県
学
が
廃
止
さ
れ
、京
師
に
国
子
館
の
学
生
七
十
二
人
を
留
め
る
だ
け
と
な
っ
た
。
煬
帝
は
即
位
の
の
ち
、

ま
た
教
育
を
復
興
さ
せ
た
。
唐
が
建
国
さ
れ
て
以
降
は
、
州
・
県
に
は
博
士
が
置
か
れ
、
県
学
の
博
士
は
州
か
ら
補
任
さ
れ
、
州
学
の
博
士
は
尚
書
吏
部
に
て

選
任
さ
れ
た
。
し
か
し
博
士
に
は
官
吏
と
し
て
の
職
務
が
な
く
、
学
生
へ
の
教
授
を
行
う
の
み
で
、
そ
の
多
く
は
純
粋
に
儒
学
を
攻
究
せ
ん
と
す
る
学
者
た
ち

で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
家
柄
の
高
い
俊
才
は
、
こ
の
任
に
就
く
こ
と
を
恥
じ
て
い
た
。
玄
宗
の
と
き
に
は
、
長
安
・
洛
陽
の
学
館
か
ら
は
、
科
挙
を
受
験
し
明

経
・
進
士
科
に
合
格
す
る
者
た
ち
が
い
た
。
し
か
し
州
・
県
学
か
ら
は
、長
い
間
合
格
者
が
出
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
地
方
長
官
推
薦
の
郷
貢
を
廃
止
し
て
、

す
べ
て
の
学
生
を
い
ち
ど
学
校
に
入
学
さ
せ
、
そ
の
後
に
受
験
を
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
、
中
原
で
は
安
史
の
乱
が
起
こ
り
、
再
び
郷
貢
を

行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
州
・
県
の
博
士
や
学
生
は
、
た
だ
仲
春
・
仲
秋
に
釈
奠
を
行
う
だ
け
の
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
今
上
陛
下

（
徳
宗
）
が
即
位
さ
れ
る
と
、
陛
下
は
教
化
の
基
を
拡
げ
よ
う
と
お
考
え
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
吏
部
尚
書
の
顔
真
卿
は
、
次
の
よ
う
に
奏
上
し
た
。「
諸
州
の
博

士
を
「
文
学
」
と
改
称
し
、
品
秩
は
参
軍
事
の
上
に
置
き
、
中
・
下
州
の
州
学
の
博
士
で
一
科
目
以
上
に
合
格
し
た
者
は
、
上
州
の
州
文
学
（
博
士
）
と
同
じ

品
秩
を
与
え
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
毎
回
、
司
功
参
軍
と
と
も
に
貢
挙
を
担
当
さ
せ
、
四
季
ご
と
に
、
司
功
参
軍
と
一
緒
に
県
学
を
巡
察
し
て
学

生
を
点
検
さ
せ
、
そ
の
職
務
内
容
を
評
価
す
る
の
で
す
。」
と
。
博
士
を
「
文
学
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
こ
に
始
ま
る
。
と
こ
ろ
で
世
俗
で
は
、

多
く
の
婦
人
が
孔
子
廟
に
子
宝
を
授
か
る
よ
う
祈
り
を
さ
さ
げ
て
い
る
が
、
馴
れ
馴
れ
し
く
も
、
廟
の
神
座
の
長
椅
子
に
裸
で
登
る
者
が
い
る
。
北
魏
の
孝
文

帝
の
詔
に
、「
孔
子
廟
で
は
、
婦
人
が
騒
い
で
分
不
相
応
な
願
い
事
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
無
知
な
人
々
の
所
業
は
、
昔
か
ら
の
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
江
川
式
部
）


